
 

中心市街地活性化基本計画 変更案の概要 

平成２７年度第２２回庁議 

１．変更の趣旨；計画認定から１年が経過したことにより、実施予定事業の内容や進捗状況を修正するもの。 

２．変更の内容 

(1) 事業内容の大幅な変更 

No. 旧頁 新頁 事業名 事業概要 変更内容 備考 

1 － 87,90, 

99,100 

かわまち交流拠点整備事業 生鮮マーケット・公共施設・交通広場等で構成さ

れる観光交流拠点を整備する。 

中央二丁目市街地再開発事業（冊

子 P.91）の事業内容・手法の変更 

 

(2) 復興交付金制度の延長決定等による事業実施期間の変更 

No. 旧頁 新頁 事業名 事業概要 変更内容 備考 

2 84 84 （仮称）防災センター整備事

業 

市民の防災教育、災害時の市民・来訪者の避難や

市民生活の復旧支援等を実施する拠点を整備す

る。 

事業終了：H27年度→H29年度 

支援終了：H27年度→H29年度 

 

3 85 85 にぎわい交流広場移設整備事

業 

市立病院の建設することに伴い、にぎわい交流広

場を現在の駅前駐輪場敷地に移設整備する。 

事業終了：H27年度→H29年度 

支援終了：H27年度→H28年度 

 

4 85 85 石巻駅前立体駐輪場整備事業 にぎわい交流広場を現在の駅前駐輪場敷地に移

設整備することに伴い、石巻駅東側に立体駐輪場

を整備する。 

事業終了：H27年度→H28年度 

支援終了：H27年度→H28年度 

 

5 85 85 河川堤防整備事業 洪水、高潮、津波等から市街地を守る河川堤防を

整備する。 

事業終了：H27年度→H30年度 実施主体：国土交

通省 

6 86 86 新内海橋・西内海橋整備事業 被災に伴い橋の架替えを行う。新内海橋は、立町

大通り商店街から直線で対岸まで通行可能とな

るよう、現在より北側に移設する。西内海橋は中

瀬地区へのアクセス道路として整備する。 

事業終了：H27年度→H29年度 

支援終了：H27年度→H29年度 

実施主体：宮城県 

7 86 86 土地区画整理事業・街路整備

事業 

土地区画整理事業と地区内の門脇稲井線の整備

により、円滑な道路交通の確保と良好な市街地の

形成に資する。 

支援終了：H27年度→H28年度  
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8 91 90 かんけい丸保存活用事業 寄贈を受けた陶芸丸寿かんけい丸の構造補強等

を行い、文化財等の展示施設及び交流施設等とし

て改修する。 

事業終了：H27年度→H28年度 

支援終了：H27年度→H28年度 

 

9 93 91 高齢者生活支援施設等整備事

業 

高齢者支援の生活を支援する施設を、公的賃貸住

宅と一体的に整備する民間事業者に対して、その

建設費を補助する。 

事業終了：H27年度→H28年度 

支援終了：H27年度→H28年度 

 

10 93 92 （仮称）ささえあいセンター

整備事業 

災害時に、高齢者や障がい者など向けに、避難生

活に必要なケアが整った福祉避難所として機能

する、地域包括ケアシステムの拠点施設を整備す

る。 

事業終了：H27年度→H29年度  

11 94 93 旧石巻ハリストス正教会教会

堂復元事業 

被災により壊滅的なダメージを受けた市指定文

化財の旧石巻ハリストス正教会教会堂を復元す

る。 

事業終了：H26年度→H28年度  

12 97 95 優良建築物等整備事業（松川

横丁） 

店舗やシェアハウス等を組み合わせ、地域まちづ

くりの担い手になってもらう生活・ビジネスの場

を設ける。 

事業終了：H26年度→H27年度 

支援終了：H26年度→H27年度 

 

13 98 96 復興公営住宅整備事業 被災により住居を失った市民に対し、復興公営住

宅の供給を図る。 

事業終了：H29年度→H28年度 

支援終了：H27年度→H28年度 

 

14 98 96 市街地再開発事業（中央三丁

目 1番地区） 

商業施設や住宅等の複合施設と屋外空間の一体

整備を行う再開発組合に対し、整備費等を補助す

る。 

事業終了：H27年度→H28年度  

15 99 97 市街地再開発事業（立町二丁

目 5番地区） 

商業施設や復興公営住宅等の複合施設と屋外空

間の一体整備を行う再開発組合に対し、整備費等

を補助する。 

支援終了：H27年度→H28年度  

16 99 97 市街地再開発事業（中央一丁

目 14・15番地区） 

生活支援施設や復興公営住宅等の複合施設と、河

川堤防と連続する一体的な空間整備を行う再開

発組合に対し、整備費等を補助する。 

支援終了：H27年度→H28年度  
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(3) 事業に伴う財源の確保による支援措置の変更 

No. 旧頁 新頁 事業名 事業概要 変更内容 備考 

17 88 87 石巻駅周辺整備事業 石巻駅の南北を結ぶ小川町踏切周辺の道路につ

いて、拡幅・相互通行化等の整備を行う。 

申請中の国の補助金名を記載 

（社会資本整備総合交付金（復興

枠）または防災・安全交付金） 

 

18 88 88 立町大通り再生事業 立町大通りのアーケードを撤去し、合わせて街並

みの整備を進める。 

活用した国の補助金名を記載 

（商店街まちづくり事業） 

実施主体：立町大

通り商店街振興

組合 

19 94 92 寿楽荘移転新築事業 旧市役所庁舎跡地に建設する復興公営住宅の低

階層部分に、老朽化している寿楽荘（老人福祉セ

ンター）を移設する。 

活用中の国の補助金名を記載 

（復興交付金） 

 

20 106 104 起業家支援事業 起業を予定している方や起業後間もない事業者

に対し、起業のための知識取得などの支援を行

う。 

活用中の国の補助金名を記載 

（地域住民生活等緊急支援のた

めの交付金（地方創生先行型）） 

 

(4) その他の理由による事業内容の変更 

No. 旧頁 新頁 事業名 事業概要 変更内容 備考 

21 85 85 中瀬公園整備事業 被災した中瀬地区の全域を本市の震災復興のシ

ンボルとして公園整備する。 

・現在検討中の整備内容に合わせ

て記述を修正 

・活用した国の補助金名を記載 

（復興交付金・災害復旧事業） 

 

22 87 86 避難誘導表示板設置事業 津波からの迅速かつ安全な避難を行うための、警

告及び避難所等を示した避難所案内地図、避難誘

導表示板を設置する。 

整備内容の記述を微修正  

23 106 105 商店街おもてなし事業 各商店街、各種団体、行政等が連携し、商店街の

活性化に取り組む。 

商店街や商工会議所以外の主体

も連携して事業を実施している

ことに伴い、実施主体の記述を微

修正 

実施主体：商店

街・商工会議所等 
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24 109 108 地域起業・新事業創出活動拠

点運営事業 

（旧：石巻復興起業家ゼミ） 

復興を目指して起業した若手や二次創業を目指

す企業を育成するため、セミナー、相談、交流サ

ロン等を開催する。 

現在実施中の事業内容に合わせ

て記述を修正 

実施主体：石巻復

興支援ネットワ

ーク 

25 109 108 震災の語り部・震災学習 津波が残した被害を、語り部としての市民が語る

ほか、震災展示を実施することにより、被災地石

巻を訪れる方々との「つながり」を創出する。 

現在実施中の事業内容に合わせ

て記述を修正 

実施主体：みらい

サポート石巻 

26 110 109 視察オーダーメイドプログラ

ム 

（旧：週末交流プログラム） 

ボランティア経験者に地域を案内する。外部の方

との交流により、地域住民にとっても、石巻の魅

力を再認識する機会となる。 

現在実施中の事業内容に合わせ

て記述を修正 

実施主体：ピース

ボート 

27 111 110 トリコローレ音楽祭 in石巻 石巻専修大学学園祭実行委員をはじめ多くのボ

ランティアスタッフが参加し、音楽祭イベントを

開催・運営する。 

実施内容の記述を微修正 実施主体：トリコ

ローレ音楽祭実

行委員会 

(5) 事業の削除 

No. 旧頁 新頁 事業名 事業概要 変更内容 備考 

28 86 － 下水道施設災害復旧事業（中

央排水ポンプ場設置） 

地盤沈下により、排水不能となった雨水の強制排

水を行い、浸水被害の防除を図る。 

市の雨水排水基本計画において、

排水ポンプ場は中活エリア外の

門脇に整備予定としたため削除 

 

29 95 － 石巻専修大学地域連携助成事

業（サテライトキャンパス開

設） 

地域連携活動(市民向け開放講座を行うサテライ

トキャンパス事業)を行う。 

市と大学の協議の結果、本事業は

一旦休止することとしたため削

除 

実施主体：石巻専

修大学 

31 111 － 飲むっちゃ喰うっちゃスタン

プラリー 

複数の店で飲食できるチケットを販売し、飲食店

の活性化と回遊を生み出す。 

実施主体が解散し、次回イベント

実施の見通しが立たないため削

除 

実施主体：夜のス

タンプラリー実

行委員会 
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(6) 会議等の開催状況の情報更新 

No. 旧頁 新頁 変更箇所 備考 

32 118 117 9. [1] (1) 市庁内体制 ③市議会特別委員会の開催状況  

33 121 121 9. [2] 中心市街地活性化協議会に関する事項 (2) ②理事の変更  

34 125 125 9. [2] 中心市街地活性化協議会に関する事項 (3) 会議経過  

(7) (1)～(5)に掲げた事項に合わせた諸般の変更 

No. 旧頁 新頁 変更箇所 備考 

35 25 25 1. (4) 中心市街地の現状に関する統計的なデータの把握・分析 ⑤都市計画  

36 43 43 1. (6) 前計画の総括 ②事業進捗  

37 78 78 3. 計画の全体像、実施予定事業リスト  

38 115 114 8. 実施予定事業箇所図  

39 134 134 10. [4] 都市機能の集積のための事業等  

 

３．その他 

・今後の内閣府との調整等により、上記内容は変更となる場合があります。 

・変更の内閣総理大臣認定は平成２８年３月末の予定です。 

 


